


(2) 旅行者は、 旅行開始盪に 、 契約書面に記戴された旅行サー ビスについて、 記載内害と異な
るものと認識したときは、 旅行地において遼やかに当社又は旅行サー ビス提供者にその旨
を申し出なければなりません 。

14. 事故事のお申し出について
旅行中に事故などが生じた場合には、 直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知くだ

さい。 （もし、 逼知できない事情がある場合は． その事情がなくなり次第ご通知ください。）
15， 鰯人情轍の取撮いについて

当社は、 旅行申込みの朦に提出された申込書に記戴された値人情輯について、 簾行者との間
の遍絡のために利用させていただくほか 、 旅行者がお申し込みいただいた旅行において運送・
宿泊機闘等の提供するサー ビスの手配及びそれらのサー ピスの受傾のための手縞きに必妻な範
囲内で利用させていただきます。

※このほか、 当社は①会社及び会社と提携する企集の簡品やサー ビス、 キャンペーンのご案
内 、 ②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、 ③アンケー トのお願い、 ④特奥サー ビス
の提供、 ⑤統計資料の作成に旅行者の値人情輯を利用させていただくことがあります。

16， 約款準拠
本旅行条件説明書面に記載のない事項は当社の旅行婁約款（受注型企画旅行契約の部）に定

めるところによります。

17， 旅行条件の基準日
この旅行条件は、 年 月 月現在の運賃、 料金を基準としています。 (2025/06)
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